
 

   令和６年度第３回埼玉県少子化対策協議会 次第 

 

日時：令和７年３月１８日（火） 

   １０：００～１１：３０ 

方法：Ｔｅａｍｓ 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶                

  議長（埼玉県福祉部こども政策局長） 

 

 

３ 議題等 
  （１） ワーキンググループの報 告  

 ① 待機 児 童対 策 協議 会  

 ② 子育 て支 援  

 ③ 結婚 新 生活 支 援事 業  

（2） こどもの居場所づくりにおける令和７年度国庫補助事業の活用について 

（3） 放課後児童対策等について 

（4） 障害児保育事業について  

（5） 子育てファミリー応援事業について 

（6） 県の令和７年度新規・拡充事業の説明 

① 保育士保育料特別貸付事業 

② 保育士確保推進事業 

③ 朝のこどもの居場所づくりモデル事業 

④ 放課後児童クラブ民間事業者参入・職員確保支援事業 

（7） その他 

 

 

４ 閉会 

※　議題（４）資料なし



待機児童対策協議会の活動報告について 令和７年３月
保育政策担当

◎待機児童対策協議会の開催状況
＜開催日＞

令和７年２月17日（月） オンライン開催

＜内 容＞
・令和７年度以降の埼玉県待機児童対策協議会における「保育の受け皿整備」に

関するＫＰＩについて
・保育所等利用待機児童数調査について
・待機児童対策の取組事例紹介（さいたま市・八潮市）

◎埼玉県の保育所等待機児童数
保育所等待機児童数は241人で、前年の347人から106人減少した。

R6.4.1 R5.4.1 R4.4.1
待機児童数 241人 347人 296人

前年比 ▲ 106 51 ▲ 92

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上
待機児童数 11人 152人 64人 13人 1人

前年比 7人 -118人 13人 -7人 -1人

＜R6.4.1待機児童数の年齢別内訳＞＜直近３年の待機児童数＞

議題（１）①



議題（１）②



結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告

日時：令和６年１０月２２日（火）１０：００～１１：３０ （Web開催）
第１部 令和７年度結婚新生活支援事業について
第２部 令和６年度都道府県主導型市町村連携コースについて

１ 日時

２ 概要

第１部 ・令和７年度概算要求（こども家庭庁）の説明
・連携コースに参加するために必要な、県として実施予定の取組の説明
（連携コース参加市町村は、国からの補助率が１／２から２／３に向上）

・質疑応答
第２部 ・都道府県連携コース参加市町の現状報告、取組を発表

・都道府県連携コース参加市町から課題の共有及び意見交換

・質疑応答

３ 国への申請

（１）結婚新生活支援事業
・都道府県主導型市町村連携コース（補助率２／３） １１団体（１１団体）
・一般コース（補助率１／２） ６団体 （ ６団体）

（２）地域少子化対策重点推進事業 ８団体 （ ５団体）
※（）は令和６年度の申請団体数
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議題（１）③



①地域の結婚支援ボランティア・事業者等を活用した伴走型支援 ②結婚支援コンシェルジュ事業

（参考）連携コースで活用予定のメニュー ※こども家庭庁説明資料から抜粋

結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告
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こどもの居場所づくりにおける
令和７年度国庫補助事業の活用について

こども支援課こどもの居場所担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

議題（２）



2



3



4



地域ネットワークとは？

こどもの居場所

支援企業

商店

市町村・社協

地域ネットワーク

農家

こどもの居場所等団体がつながり、情報交換や物資の共有などを行う
プラットフォーム
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こども支援の拡充 ➤ 団体が連携することできめ細やかな支援が実現
団体間の相談体制 ➤ 団体間で課題等を情報共有、スキルアップ
団体間の相互扶助 ➤ 課題解決に向けた助け合い
大口寄附の受付 ➤ 寄附品のシェア
寄附を効率的に保管 ➤ 共同倉庫や共同拠点による効率的な運営
周知・広報 ➤ 情報集約がしやすく、対象者に届きやすい
運営体制強化 ➤ 信用度UP、窓口の１本化

地域ネットワークのメリット
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議題（３）



                                 
                                 

   
 

    
 
 

                                  
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                        

 議題（５）



※令和7年3月31日までに出生したご家庭が対象です

※令和7年1月2日～令和7年3月31日生まれの方は令和7年12月31日まで

2025年4月版

※印字追加部分

※修正部分

7 ※修正部分





2025年4月版

※修正部分

※令和7年3月31日までに出生したご家庭が対象です

※令和7年1月2日～令和7年3月31日生まれの方は令和7年12月31日まで

※印字追加部分

7
※修正部分





・「子育てファミリー応援事業」と、国事業である「出産・子育て応援交付金事業」を活用して、県保健医療部
の健康長寿課が所管している「埼玉県出産・子育て応援事業」と統合してはどうかという質問があった。

子育てファミリー応援事業の見直しについて

R6.6月県議会

・子育てファミリー応援事業の前身の多子世帯応援クーポン事業（第３子以降に補助）を見直し、
全ての生まれてくるこども（第１子から）の支援を行い子育ての楽しさを感じられる社会の気運醸成を目指し
「子育てファミリー応援事業」開始（令和５年度〜）
①県事業 市町村が実施する第１子以降への子育て支援事業に県が上乗せして､ベビーギフトとして贈呈
②市町村事業 現金給付または現物給付

事業開始の背景（R5)

見直し案
・国事業である「出産・子育て応援交付金事業」は、子ども・子育て支援法の改正によって、法制化・恒久
化された。重なる部分が多くあることから、「子育てファミリー応援事業」は廃止(ただし令和７年3月３１
日までに生まれた子は対象)
・令和７年度に入ってからの申請も可能なため、ギフト贈呈のための令和７年度予算は確保する。

1



①廃止時期について
令和７年度まで実施

※令和６年４月２日〜令和７年３月31日までに出生した子がいる世帯へベビーギフトを配付する。
対象 ：令和６年４月〜令和７年３月出生世帯
申請期限：令和７年１２月末まで
発送期限：令和８年３月末まで

②市町村の方にお願いしたいこと
・チラシの配付について

令和７年４月１日以降生まれ世帯には配付しない
・広報について

配布しているポスターは、掲示を終了
ホームページや広報誌に、申請期限を載せている場合は、「お子様の1歳の誕生日の前日まで ※令和7年1月
2日〜令和7年3月31日生まれのお子様は令和7年12月31日まで」に統一をお願いしたい

・令和７年度から、フォローアップをされる際に、申請期限は令和７年１２月末までであることを、お伝え
いただきたい

県事業（子育てファミリー応援事業）の廃止ついて
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子育てファミリー応援事業の見直しについて



議題（６）①②



「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」について （埼玉県福祉部こども支援課）

「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」について
埼玉県では令和７年度当初予算で「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」を検討

「朝のこどもの居場所づくりモデル事業」（案）
【事業概要】

・ 「朝のこどもの居場所づくり」に取り組む市町村に対して補助を実施・検証
・ 実施場所は小学校敷地内を想定（実施場所から小学校への移動の安全が確保できれば小学校敷地外でも可）
・ １か所あたり2,000千円を補助（県2/3）を想定
・ ２市町村（１市町村当たり1〜２校）を想定
・ モデル事業の実施期間は２年間を想定
・ ２年間のモデル事業での効果やあり方を踏まえ、県内他市町村へ展開を検討

＜事業イメージ＞

【現状】

（小学校） （保護者）
「登校時間」
の協力依頼

◆ 小学校
・保護者へ「登校時間」の協力の依頼

（教職員の働き方改革の観点）
◆ 保護者
・ 登校時間に合わせた就労状況の変更

【導入後】
（保護者）

見守り員（委託等）
・鍵の管理
・入退室の確認
・保護者や学校

との連絡

「登校時間」に
あわせた登校

「出勤時間」に
あわせた登校

「登校時間」
の協力依頼

（小学校）

【効果】
・小学校入学後も保護者が仕事を

続けえることが可能になる。

議題（６）③
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議題（６）④



議題（７）


